
環境保全区域内行為の許可申請の手引き

仙台市建設局百年の杜推進部河川課





広瀬川の景観　評定河原橋近辺

広瀬川の景観　鳴合橋近辺

仙台市域と広瀬川の位置

広瀬川についてもっと知りたい方は
“広瀬川ホームページ”へ
http://www.hirosegawa-net.com/



条例制定当時の広瀬川（昭和50年）

広瀬川の自然崖

現在の広瀬川

広瀬川の清流を次代へ引き継いでゆくために…

水質

自然環境や
景観

アユやカジカガエル
が生息する良好な
水質

広瀬川と一体をなす
豊かな自然環境や景観

自然
崖

野生
動物丘陵 植生



環境保全区域と水質保全区域

環境保全区域
水質保全区域

お問い合わせ先 環境局環境部環境対策課　　　TEL.022-214-8223



特別環境保全区域

第一種環境保全区域

第二種環境保全区域

環境保全区域の目指す姿（イメージ）上流端
柿崎橋

青葉区上愛子

下 流 端
宮 沢 橋
太白区根岸

葉区上愛子

下 流 端
宮 沢 橋
太白区根岸

緑の
骨格づくり
緑の

骨格づくり

豊かな
生態系
づくり

豊かな
生態系
づくり



環境保全区域の範囲

保全区域の詳細を「仙台市インターネット都市計画情報提供サービス」で確認できます。

https://www2.wagamachi-guide.com/sendai_tokei/

特別環境保全区域
第一種環境保全区域
第ニ種環境保全区域



建築物 土地の区画形質の変更工作物 カジカガエル



住　宅

更地に新築する場合 既存の建物を取り壊して新築する場合

マンション 物　置

既存建築物と同一構造のものに建替える場合



既存の建物に接続して増築する場合 既存の建物の一部を撤去して増築する場合

既存建築物と別棟の物置を増築する場合

既存の建築物を同一敷地内で移動する場合





擁　壁

太陽光発電設備

埋設管

塀





河川に接する土地

河川に接する土地



許可の基準となる項目

⑥外観　⑦その他

①高さ
⑤外壁

③保全用地③保全用地

②建蔽率②建蔽率

④屋根④屋根

※敷地内において、広瀬川の自然環境や景観を保全するために確保される緑地などを保全用地といいます。
　樹木が植えられている緑地などのほか、植物を植えられる状態の土壌（植栽基盤）も含まれます。
　　17ページ参照





特別環境保全区域
第一種環境保全区域
第二種環境保全区域



200㎡
（基準値30％）

160㎡
（基準値40％）

360㎡
（基準値34.44％）



＜保全率の算定式＞
保全率＝敷地内に確保した保全用地の面積÷敷地面積×100（％）

保全用地の面積は、保全用地の緑化の状態などに応じて
定められた補正係数を掛けて算定します。
　算定方法の詳細については23ページ参照





2m

2m



対象敷地

控除分

対象敷地

控除分

対象敷地

控除分

通　路 通　路

4ｍまで

4ｍ以上

階段・スロープ

崖
の
崩
落
対
策（
構
造
物
等
）

保全率＝敷地内に確保した保全用地の面積÷敷地面積×100（％）



アクセント色の判定の仕方

判定範囲

アクセント部分
（判定範囲の10％以下）
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周辺の景観と調和するデザインや
建築物の全体のバランスに配慮して
ください

建築設備や工作物が目立たないよう
配慮してください

　●目隠しルーバーやパラペットで覆う
　●色彩を建築物と合わせる　　　など

環境保全区域 環境保全区域

建築物

環境保全区域

建築物

保全用地

建築物

環境保全区域

建築物

保全用地 敷地

敷地

敷地境界

敷地境界



保全用地の緑化を計画する際に留意いただきたい点について



接道部、接公園部、接河川部の範囲

公　園

道　路

4ｍ

4ｍ

河　

川敷　地

4ｍ

接道部（道路沿い）接道部（道路沿い）

接公園部（公園沿い）接公園部（公園沿い）

接
河
川
部

（
河
川
沿
い
）

接
河
川
部

（
河
川
沿
い
）

接道部 一般部接道部

道路 道路

4ｍ 4ｍ

塀塀



●花壇：花壇などの植栽可能部分
　　　 

●地被類：芝などの地被植物や緑化資材で覆われる
　　　　　部分

●プランター：恒常的に設置されるプランター、
　　　　　　　コンテナ等の容器（容量が概ね
　　　　　　　100Ｌ以上のもの）の植栽可能部分

●ふじ棚：植物を棚仕立てにするための補助
　　　　　資材の存在する部分の水平投影面

W

L

W

L

W
L

W

L



補助資材を使わない場合
（登はん・下垂いずれの場合も）

●自然崖：30度を超える角度の斜面であって
　　　　　人工の加えられていない部分

●池：敷地内の樹木、草花等の植物や庭園と
　　　一体となって自然環境を形成している
　　　池や水流

補助資材を使う場合
Ｗ1×Ｈ1
Ｗ2×Ｈ2

植栽時の高さが 1ｍを超える場合

Ｗ4×Ｈ4

植栽時の高さが 1ｍ以下の場合

Ｗ3×1ｍ

Ｗ1 Ｗ3

Ｗ2 Ｗ4

Ｈ1

Ｈ2
Ｈ4

1m

植栽時の高さが
1ｍ以下の場合

植栽時の高さが
1ｍを超える場合



樹冠形状のみなし規定

直径2m 直径3.6m

成木時の樹冠

低木の生垣のみなし規定

樹冠投影面が重なる場合の取扱い

樹冠投影面を舗装する場合の取扱い

中木 高木

0.5ｍ

L

0.6ｍ
以上

低 木 中 木 高 木

新規

新規

新規

成木

成木

成木

3ｍ以上3ｍ以上2ｍ以上2ｍ以上1.5ｍ以上1.5ｍ以上1ｍ以上1ｍ以上

1ｍ未満1ｍ未満
1.5ｍ未満1.5ｍ未満

1本／0.5ｍ

■低木、中木、高木（樹冠投影面）
　樹木の樹冠（樹木の枝葉の広がり）に覆われている部分を保全用地として取り扱います。

　低木、中木、高木の区分は、次のとおり、樹木の樹高によって行います。

※成木に満たない樹木を新たに植栽する場合は、成木時を想定した樹高によって区分します。

樹冠投影面の形状は実際の樹木によるもののほか、

中木、高木の場合は通常の成木の樹冠を想定した

形状とすることができます。

低木により生垣を設置する場合は、生垣の幅を

0.5ｍとみなした形状とすることができます。

※みなし規定を適用できる生垣の条件

　●樹高：0.6 メートル以上

　●樹木の本数：0.5 メートル当たり１本以上

　●支柱を設置すること

複数の樹冠投影面同士が重なる場合において、

重なる部分の面積を重複して計上することは

できません。

樹木の樹冠投影面は緑化に適した状態としてください。

※地上部を舗装する場合などには、

　その部分を保全用地とすることは

　できません。



4ｍ

樹　木
（一般部）

樹　木
（接道部）

屋上部分

道路

接道部
（道路沿い）





現況図（例）

現況写真（イメージ）（例）

既存樹木
（h=○○m）
既存樹木
（h=○○m）

既存樹木
（h=○○m）
既存樹木
（h=○○m）

既存樹木
（h=○○m）

① ②

②①

建築物

通路通路

既存樹木
（h=○○m）



立面図（例）

外壁①
○／○／○

外壁②
○／○／○

屋根
○／○／○

屋根
○／○／○

立面図（アクセント色として基準外の色彩を使用する場合の例）

Ｈ＝○○mm

Ｈ＝○○mm

アクセント色の
確認

アクセント色の部分の立面積（A）
一面あたりの立面積（赤枠の部分）

＝△△％≦10％
外壁（アクセント色）（A㎡）
○／○／○

外壁①
○／○／○

外壁②
○／○／○



保全用地配置図（例）

保全用地面積計算書（例）

①裸地（植栽基盤）
　260㎡

建築物

通路通路



保全用地配置図（例）

緑化断面図　道路沿い（例） 緑化断面図　河川沿い（例）

① 裸地（植栽基盤）80㎡

河川境界

⑥　高木／河川／既存
　　シラカシ（ｈ＝4ｍ）15㎡

⑦　高木／河川／新規みなし
　　シラカシ（ｈ＝2ｍ）10㎡

④　低木／河川／新規
　　アオキ（ｈ＝1ｍ）
　　18㎡（生垣Ｌ＝36ｍ，72本）

③　低木／道路／新規
　　アオキ（ｈ＝1ｍ）
　　6㎡（生垣Ｌ＝12ｍ，24本）

⑤　高木／一般／新規みなし
　　イロハモミジ
　　（ｈ＝3ｍ）10㎡

②　地被類／新規
　　ノシバ50㎡

⑤
⑥

⑦

④

③

①
4ｍ

4ｍ

4ｍ
（接道部）

4ｍ
（接河川部）

③ ④
⑦

道路境界線
河川境界線河川境界線

建築物

通路通路
道路境界

⑥

⑧

⑧　控除／雨水桝
　　0.250㎡

②



保全用地面積計算書（例）



30°以上

1ｍ超 盛 土

2ｍ超

30°以上

盛土

切土

30cm以上

30cm以上
盛土

切土切土

盛 土 切 土
500 ㎡超

2ｍ超

30°以上

切土

①２ｍを超える崖ができる切土 ②１ｍを超える崖ができる盛土

③切土と盛土を同時にする
　場合で、切土と盛土をした
　部分に２ｍを超える崖が
　できるもの

④厚さ30ｃｍ以上の切土又は
　盛土をする土地の面積が
　500㎡を超えるもの





1ｍ以下盛土

2ｍ

2ｍ

切土

●1ｍ以下（第一種環境保全区域）
●2ｍ以下（第ニ種環境保全区域）



盛 土

10ｍ以下

10ｍ以下

1ｍ以下

30°超



切土
H＝○○ｍ

盛土
H＝○○ｍ

土工計画図（平面図）（例）

土工計画図（縦断面図）（例）





伐採面積
100㎡以下

伐採面積
100㎡以下

樹高3ｍ以下
樹高
5ｍ以下

河川に接する土地 河川に接しない土地

自然崖に自生する
ものは伐採できません

自然崖に自生
するものでない

許可不要で伐採できる樹木（第一種、第二種環境保全区域）





特別環境保全区域

許可申請が必要許可申請が必要

該当しない該当する

自然崖に自生するものの伐採でない

（自然崖に自生するものでない）

（建築物の存在する敷地内）

（樹高３ｍ以下）

（不調和とならない）

建築物の存在する敷地内での伐採である

樹高３ｍ以下の木竹の伐採である

その土地や周辺の自然環境や景観と著しく不調和とならない

※大規模なもの、
　判断が難しいもの
　などは事前相談を
　お願いします

●除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
●枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
●仮植した木竹の伐採
●測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

次のいずれかに該当する行為か次のいずれかに該当する行為か

伐採の目的等が次のものか
① 学術研究のための木竹の伐採
② 林産物の採取のための木竹の伐採
③ 維持管理が困難な状況の木竹の更新のための伐採
④ 土地の有効利用の支障となる木竹の伐採

事前協議 事前協議

許　可許　可 許　可 伐採
できない

自然環境や景観の
回復を図るための
措置を講じること

③、④② ①～④
以外

伐採する木竹の代替樹を植えること
（敷地の相当部分に木竹が存在し、代替樹を
植えることができない場合は、敷地の一定
割合以上の面積の木竹を一体的に残すこと）

①

（※事前相談）

許 可 不 要

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ



第一種、第二種環境保全区域

許可申請が必要許可申請が必要 許可申請が必要許可申請が必要

該当しない

（自然崖に自生するものでない）

（樹高３ｍ（５ｍ）以下）

（伐採面積100㎡超）いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

はい
（不調和とならない）

はい
（伐採面積100㎡以下）

該当する

自然崖に自生するものの伐採でない

樹高３ｍ以下の木竹の伐採である
（河川に接する土地では５ｍ以下）

伐採面積が100㎡を超えないか

その土地や周辺の自然環境や景観と
著しく不調和とならないか

伐採の目的等が次のものか
① 学術研究のための木竹の伐採
② 林産物の採取のための木竹の伐採
③ 維持管理が困難な状況の木竹の更新のための伐採
④ 土地の有効利用の支障となる木竹の伐採

事前協議 事前協議

許　可許　可 許　可 伐採
できない

自然環境や景観の
回復を図るための
措置を講じること

③、④② ①～④
以外

伐採する木竹の代替樹を植えること
（敷地の相当部分に木竹が存在し、代替樹を
植えることができない場合は、敷地の一定
割合以上の面積の木竹を一体的に残すこと）

①

●除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
●枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
●仮植した木竹の伐採
●測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採

次のいずれかに該当する行為か次のいずれかに該当する行為か

（※事前相談）
許 可 不 要

※大規模なもの、判断が難しいもの
　などは事前相談をお願いします

いいえ



① 伐採
イロハモミジ
（ｈ＝3.5ｍ）

①

③ 伐採
竹、Ａ＝20㎡
（ｈ＝5ｍ） ③

② 伐採
雑木、Ａ＝20㎡
（ｈ＝6ｍ）

②

④ 伐採
シラカシ
（ｈ＝6ｍ） ④

合計
本数管理①、④　 2本
面積管理②、③　40㎡

合計
本数管理①、④　 2本
面積管理②、③　40㎡

① 代替樹
イロハモミジ
（ｈ＝2ｍ）

③-1 代替樹
イロハモミジ
（ｈ＝2ｍ）
Ａ＝10㎡換算

①

③-1③-1

②

③-2 代替樹
アラカシ
（ｈ＝2ｍ）
Ａ＝10㎡換算 ③-2③-2

② 代替樹
シラカシ
（ｈ＝2ｍ）２本
Ａ＝20㎡換算

④ 代替樹
シラカシ
（ｈ＝2ｍ）④

建築物

通路通路

建築物

通路通路

伐採計画図（例）

植栽計画図（例）





担当窓口・
申 請 書
提 出 先

＜環境保全区域＞
　仙台市建設局百年の杜推進部 河川課
　広瀬川創生室　TEL.022-214-8327
※事前相談・申請書提出の際はあらかじめご連絡ください

＜水質保全区域＞
　仙台市環境局環境部環境対策課
　TEL.022-214-8223

行 為 者

①事前調査・計画策定

仙台市（河川課）

③許可申請書の作成

④許可通知書の受取
許可申請書の副本の受取

行為の着手

行為の完了

⑤完了報告書の作成

⑥保全用地の維持管理

申請内容の審査

許可通知書の交付
許可申請書の副本の返却

完了状況の確認

②事前相談・事前協議

標準処理期間　　：10日（開庁日）

建築行為等の場合

２部
提出

交付

１部
提出

許
可
内
容
に
変
更
が
生
じ
る
場
合
は
再
申
請

（
▼
４―

２　

変
更
の
手
続
き
）









＜注意事項＞
①　面積、割合、高さの数値は小数点

以下第２位まで記載してください
②　建築敷地の面積を記載し、敷地が環

境保全区域の内外にわたる場合は、
保全区域内の部分の面積を記載して
ください

③　登記簿の地目を記載してください
④　同一敷地での一連の行為をまとめて

許可申請する場合は列記してください
⑤　現況の地目を記載してください
⑥　建築物の用途を記載してください
⑦　建築敷地の面積を記載してください
⑧　都市計画用途地域を記載してください

⑨　建築面積を記載し、建築物が環境保
全区域の内外にわたる場合は、保全
区域内の部分の建築面積を記載して
ください

⑩　建築資材を無着色で使用する場合は
資材名を記載してください

⑪　建築行為等に伴い木竹を伐採する場
合に記載してください

⑫　伐採を本数で管理する時に記載して
ください

⑬　伐採を面積で管理する時に記載して
ください

⑭　行為に関連する他の法令、制度など
を記載してください

⑮　許可内容の変更のために再申請をす
るものの場合は、変更しようとする
許可の番号を記載してください

　　（「仙台市（Ｈ○○建百河）指令
　　第○○号の変更再申請」）

記載例（建築物の新築）



＜注意事項＞
①　面積、高さ、土量の数値は小数点

以下第２位まで記載してください
②　土工部の水平投影面積を記載し、行

為を行う敷地が環境保全区域の内外
にわたる場合は、保全区域内の部分
の面積を記載してください

③　登記簿の地目を記載してください
④　同一敷地での一連の行為をまとめて

許可申請する場合は列記してください
⑤　現況の地目を記載してください
⑥　土地の用途を記載してください
⑦　土工部の水平投影面積を記載してく

ださい
⑧　都市計画用途地域を記載してください

⑨　切土の高さ（最大）を記載してくだ
さい

⑩　盛土の高さ（最大）を記載してくだ
さい

⑪　河川に接する土地の場合は、河岸線
からの距離を記載してください

⑫　土工に伴い木竹を伐採する場合に記
載してください

⑬　伐採を本数で管理する時に記載して
ください

⑭　伐採を面積で管理する時に記載して
ください

⑮　行為に関連する他の法令、制度など
を記載してください

⑯　許可内容の変更のために再申請をす
るものの場合は、変更しようとする
許可の番号を記載してください

　　（「仙台市（Ｈ○○建百河）指令
　　第○○号の変更再申請」）

記載例（宅地の造成）



1．環境保全区域の種別や範囲はどこで確認できますか？
担当窓口（建設局河川課）で区域図（1／2,500）を閲覧できるほか、仙台市インターネット都市計
画情報閲覧サービスでも確認することができます。環境保全区域の境界付近（「隣接地要確認」と
表示される場所）については、窓口までお問い合わせください。

2．許可が必要な行為を複数行う場合は、まとめて申請できますか？
同一の敷地内で一連の行為を行う場合（例：宅地の造成と建築物の新築）は、1件の許可申請と
してまとめて申請できます。この場合、各行為において必要な図面等を申請書に添付してください。

3．許可申請書を提出してから許可が出るまでどれくらいの期間がかかりますか？
審査にかかる標準処理期間は10開庁日です。ただし、標準処理期間以上の日数を要することがあ
るため、余裕を持って申請をするようお願いします。

4．許可申請は建築確認申請等の前に行う必要がありますか？
許可を受ける順番については特に規定はありませんが、本制度の許可の基準に適合しない場合は
建築確認申請等に影響が生じることがあるため、事前に相談をすることをおすすめしています。

5．建築敷地内に物置やカーポートを設置する場合に許可は必要ですか？
設置するものの構造によっては建築物として許可が必要となります。その場合、色彩の制限なども
生じますのでご注意ください。

6．敷地の中を舗装する場合に許可は必要ですか？
舗装だけを行うものであれば許可は不要です。ただし、建築行為の許可申請の際に保全用地とし
た範囲を舗装する場合などには、許可内容の変更の手続きが必要になるのでご注意ください。この
場合、敷地内の別の部分を保全用地とするなど、変更後においても許可の基準を満たすようにする
必要があります。

7．共同住宅の専用庭を保全用地とすることはできますか？
専用庭であっても保全用地とすることは可能です。ただし、住民の方などへ引き渡した後も良好な
状況で維持していただく必要があるため、その旨を確実に引き継ぐようにしてください。

8．平屋根であっても色彩の基準を守る必要はありますか？
平屋根も屋根として取り扱うため、色彩の基準に適合させる必要があります。

許可の手続き関連

建築物の新築等関連



9．建築敷地内に塀を設置します。許可は必要ですか？
高さが２ｍを超えるもの又は河川に沿って設置するものの場合は許可が必要となります。

10．工事のために現場事務所や資材置き場を設置します。許可は必要ですか？
許可を得ている行為（建築行為等）に関する工事を施工するために現場に設ける事務所等で、許可
行為の完了時点で撤去されることとなるものであれば許可は不要です。ただし、この場合であって
も、仮設の工作物の許可の基準（　12ページ参照）に適合する工作物とするよう努めてください。
許可行為に関連しないものや、行為の完了後も残置されるものについては、次のとおり許可が必要
です。
　撤去までの計画（撤去時期、方法等）が決まっているもの：仮設工作物の新築に係る許可
　撤去までの計画（撤去時期、方法等）が決まっていないもの：その他の工作物の新築に係る許可

11．建築工事のために掘削を行います。許可は必要ですか？
建築工事を行う上で生じる必要最小限の範囲のものであれば許可は不要です。（建築行為自体の許
可は必要です）

12．倒れそうな危険な木があります。伐採の許可は必要ですか？
危険な木の伐採は許可不要で行うことができますが、大規模なものについては、事前にご相談を
お願いします。

13．既存の工作物の一部分の色を変更する場合も許可は必要ですか？
屋根や外壁に類する部分があり、その部分の色彩を変更する場合は、一部分であっても許可が必要
です。

14．既存の工作物の塗装が劣化して元の色に塗り直すような場合も許可は必要ですか？
色を変えずに塗り直すものは色彩の変更となりませんので許可は不要です。ただし、元の色が色彩
の基準に適合しない色である場合は、基準に適合する色へ塗り替えることが可能であれば変更をお
願いします。

工作物の新築等関連

土地の区画形質の変更関連

木竹の伐採関係

工作物の色彩の変更関連



アオハダ キンモクセイイタヤカエデ



ナツハゼ ブナ ムラサキシキブ



緑化木交付事業・緑化助成金交付事業
（環境保全区域）のお問い合わせ先 建設局河川課　　　　TEL.022-214-8327

生垣づくり助成事業のお問い合わせ先 建設局百年の杜推進課　TEL.022-214-8389





再生紙を使用しています

　
　


